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令和７年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計 予算の概要

　令和７年２月組合議会定例会で、令和７年度一般会計予算が決まりましたのでお知らせします。令和７年度の
予算額は74億4,351万7千円で、消防費の一時的な増により、前年度の当初予算と比べて47.7％の増となっています。

【問合せ】鳥取県西部広域行政管理組合事務局総務課　TEL：0859-22-7732　FAX：0859-56-3202

※鳥取県西部広域行政管理組合は、鳥取県西部圏域の2市6町1村により組織された団体で、主に消防事務や不燃
　物処理施設の管理運営などを行っている特別地方公共団体です。

※表中の予算額は万円単位で四捨五入しているため、
　合計と一致しない場合があります。

国民健康保険の届出を忘れていませんか？
～マイナ保険証になっても届出は必要です～

★こんな時は国保の手続きが必要です

ほかの市町村から転入してきたとき

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険の被扶養者からはずれた
とき

こどもが生まれたとき

国保に
加入す
るとき

ほかの市町村に転出するとき

職場の健康保険に加入したとき

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保被保険者が亡くなったとき

国保を
やめる
とき

国保加入・脱退・住所変更等のお手続きは、
マイナ保険証の有無に関わらず、引き続き
役場窓口にお越しいただく必要がありますので
ご注意ください。
　　（問合せ　役場住民課　８２－１１１２）

交通事故など第三者から傷病を受けて、
国保で医療をうけるとき
（示談のあとでは国保が使えません）

交通事
故など
にあっ
たとき

日南町内で住所が変わったとき

世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり、一緒になったりした
とき

就学のため別に住所を定めるとき

資格確認書を無くしたとき
（あるいは汚れて使えなくなったとき）

その他


